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フ ィ ンラ ン ドにお け る農 業 革命(2)

Uusjako

塚 田 秀 雄*

AgrarrevolutioninFinland(2)‐Uusjako‐

HideoTSUKADA

(1977年9月30口 受 理)

1.は じ め に

筆 者 は 前 稿1)で,18世 紀,ス ウ ェ ・一一デ ソ統 治下 の フ ィ ソ ラ ン ドに お い て 実 施 さ れ た

Isojako大 分 割 と呼 ば れ る農地 お よび 林 地 の 再 編 成 事 業 に つ い て 紹 介 し,若 干 の考 察 を 試

み た.そ れ は 究 極 的 に は 農 家 保 有 耕 地 の 一 筆 統 合 に よ って 耕 地 強 制 を 廃 し,合 理 的 な農 場

経 営 を 実 現 す る こ とを 目的 と して い た.実 際 に は,公 的,私 的 土 地 所 有 権 の法 制 的 整 理 や

村 落 共 同 体 の 改 編 な どの 性 格 が 付 随 した こ と もあ っ て,こ の改 革 は農 民 の側 の 多様 な対 応

を 生 ん だ 。 この 農 業 革 命 の 進 展 に つ い ては,地 域 的 な違 い が 大 きか った が,筆 者 は そ の 原

因 を 当時 の フ ィ ン ラ ソ ド農 村 に 行 わ れ た 農 法,林 落 形 態,土 地所 有 形 態 の 地 域 差,換 言 す

れ ば,ス ウ ェ ー デ ソ的 な南 西 部 と よ りス オ ミ的 な東 部 お よび 北 部 の 間 の 経 済 的,社 会 的 な

構造 上 の相 違 に あ る こ とを指 摘 した.

この一 般 的 な考 察 に対 し,別 稿2)で はIsojakoの 最 先 進 地 で あ った ヴ ァ・一一サ県 の ライ ビ

ア藪 区 につ い て や や 具 体 的YTこ の 土 地 改 革 の 過 程 と結 果 を 考}て み た.

い ず れ に して も,そ の 後 も継 続 して行 わ れ た こ の農 業 革 命 を考 え る につ い て は,二 つ の

点 が 看 過 出来 な い 重 要 性 を 有 っ てい る.一 つ は1809年 に至 っ て フ ィ ソ ラ ン ドが ス ウ ェ ーデ

ソの 支 配 を 離 れ て,ロ シ ア皇 帝 に よ っ て統 治 され る大 公 国 とな った こ と.他 の0つ は1848

年 に 土 地 改 革 の 徹 底 と促 進 に つ い て新 しい 法 律 が 施 行 され て,そ れ まで のIsojakoに 対 し,

そ れ 以 後 の事 業 をUusjako新 分 割 と呼 ぶ に 至 った 点 で あ る.

従 っ て本 稿 で は,ス ウ ェ ・一一デ ソで 行 わ れたEnskifte-一 筆 分 割,Lagaskifte法 分 割 と対

比 しな が らUusjako実 施 ま で の,ロ シ ア統 治 下 のIsojakoに つ い て まず 概 観 し,次 い で

1948年 以後 のUusjakoの 進 展 とそ の成 果 につ い て考 察 す る.

2.大 分割の不徹底

スウェーデソにおいてもフィンラソドにおいても,フ ァゴッ トの理想とした大分割は進

展せず,19世 紀初頭の段階では,大 部分の地方で古い共同体的規制が残存 し,錯 綜 した土

地所有関係の下に,強 固な耕地強制が旧態依然たる農法を不可避なものとしていた.形 式

上,大 分割が実施された地域でも,共 有林の分割に止まって農地の交換分合には至 らなか

った り,た とえそれが行われた場合でも,な お数筆にわたる保有耕地が近隣農家 との共同
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柵内に混在するのが0般 的であった3).

大分割が所期の内容と速度を以って実施され得なかった理由は多 く挙げられている4)が,

ここでい くつか),Yまとめてみよう.

①技術上の問題 測量を行って分割計画を立案する測地官が絶対的に不足 していたため

に測量が一県内について終了するのに時間を要 した.② 行政権力の意志不統一 中央に

あっては併行して行われる税制改革にかかわる財務局と農地分割の主務官庁である建築局

の意見の対立,地 方にあっては,県 知事と中央の測地局の出先機関の対立が林地の分割,

農地の分割,課 税のいずれを先んずべきかあるいは同時に行 うべきかをめぐって深刻であ

った.③ 経費の問題 測量,地 割,道 路,排 水路工事,牧 柵,建 造物の新設 ・移転など

に要する莫大な費用について誰が負担し,ど のように支払 うかについて意見が対立 した.

とりわけ農民は総延長の増大する固定的な耕地周柵の設置 ・維持と建造物の移転費用につ

いて不安を抱いていた.④ 共同体の問題 もし農家の分散が不可避となった場合,従 来

の村落共同体の解体に通ずることにな り,例 えば誰が移転 し誰が教会のある村に残るか と

いったことも含めて解決困難であった.以 上の四項の他に ⑤農民は大分割実施後の農業

経営について莫然たる未知の不安を抱いていたであろうし,公 平な交換分合の可能性を信

じていなかった.

上記①②は主に行政側の問題であり,分 割事業の遅延をまね くものであった.こ れに対

し③以下は直接,農 民の関わる問題であった.③ については,村 内で一人でも分割を希望

すればこれを承認 し,移 転などに伴 う費用は全村民の負担とすると定めることによって,

法的)/Y強制 し,0方 で経費の年賦払い方式の導入によって農民の不安を緩和 している.③

④については結局,フ ァゴヅトの当初の理想 とはかな り異った妥協的な分割を認めること

によって始めて農民の受け入れるところとなり,そ の後に問題を残すことになった.す な

わち,耕 地周柵や家屋移転の費用を節減す るために数戸分の耕地を囲い込む共同周柵),rY`.よ

ってその総延長を短縮 し(個 別の囲い込みよりも),またそれを是認することは耕地 ・採草

地について,大 分割以後もなお複数筆を保有する結果となった.特 に経費のかかることを

理由として家屋の移転を避けようとしたために,小 村単位で行われた場合を除き,一 戸一一

筆の配分は不可能になった5).

既に紹介 した フィンランドのヴァーサ県 ライピア教区の場合6)は 集落解体を含む最も先

駆的な事例であるが,ス ウェr-一デン本土の王領,貴 族領などに行われた小規模村落におけ

る権力側の強制に よる分散化の場合7)を 除けば,例 外に属する.

以上に挙げた如き理由に よって大分割はその実施が遅延し,内 容が後退したものとなっ

ていたために,西 欧経済圏への組み込みの強化の過程で抜本的な改革を不可避なものとし

てきたのである.

3.RutgerMacleanとSvaneholm荘 園

深 ま る矛 盾 の 中 で,徹 底 した 農 地 統 合 の道 を 開 いた の は リュ トガ ー ・マ ク リ・一一ンで あ る.

彼 は ドイ ツ系 移 住 商 人8)の 子 孫 で あ った が,1782年 ス ウ ェ ーデ ン南 部 の 穀 草 地 帯 で あ るス

コ ー ネの 一 角 に あ った ス ヴ ァ ー ネ ホル ム荘 園 を 母方 の伯 父 か ら相 続 した.イ ン グ ラ ン ド,

ス コ ッ トラ ン ド,ド イ ツ,フ ラ ンス,ベ ル ギ ー な どの先 進 地 に旅 行 して 農 業 へ の 関 心 を 深

め て い た`?ク リ,一一.ンは,間 もな く荘 園 内 の 農 業 改 革 を開 始 す る.私 的 所 有 地 に 限 られ た も

の で は あ った が,い わ ゆ るenskifte-一 一一 分 割 の 嗜 矢 で あ る.彼 が ス コ ヅ トラ ン ド的 な 姓 を

有 し,イ ギ リス に 旅 行 して い る こ とか ら,一 筆 分 割 の理 念 を イ ギ リス の 第二 次 囲 い 込 み に
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学 んだ とす る説 も あ るが,筆 者 は これ に は 同意 し難 い.イ ギ リス に お け る下 層 農 排 除 を 旨

とす る 囲 い込 み9)が,進 行 す る産 業 革 命 と密着 した もの と考 え られ るの に 対 し,ス ウ ェ ー

デ ソ では そ れ が 遅 れ,マ ク リ・一一ンの場 合 も下 層 農 民 の 農 地 統 合 す な わ ち 小 自立 農 の独 立 経

営 とい う農 業 内部 に 限 られ た 発 想 で あ っ た 点 で 性 格 を 異 に して い るか らで あ る.マ ク リー

ンの改 革 は そ の理 念 を隣 国 デ ソマ ー クに 得 た と解 せ られ る理 由 が あ る.1764年 に デ ン マ ー

クの私 有 大 農 場 で 初 め て0筆 分 割 が 行 わ れ,1781年 に は勅 令 に よっ て 村 民 の 農 地 統 合 が進

め られ る こ とに な っ て い る.こ れ らの デ ンマ ー クに お け る 改革 とマ ク リー ソの 改 革 は 小 農

に よ る一 筆 統 合 な らび に小 作 農 の労 役 負担 の廃 止 とい う点 で 共 通 して お り,ス コ ー ネ とデ

ンマ ー クの地 理 的 歴 史 的 関 係 か ら も,上 に 述 べ た 関 連 が 支 持 され る と考 え る.

ス ヴァ ー ネ ホ ル ムの所 領 はSkurup,Hylteberga,SandakraとSaritslovの4村 か ら成

り面 積6992tunnlandlo)で 評 価 値 は51mantal11)で あ った.そ の 内371,2mtl.面 積 に

して3743tnlが40～50戸 の小 作 農 に よっ て耕 作 さ れ,彼 らは 所 有 者 に 家 禽,穀 物,現 金

に よる地 代 を収 め る と共 に 労 役 を 提 供 して 領 主 の 直 営 地 を 維 持 し てい た.小 作 地 のli3は遠

隔 のた め)/Y実際 に は 利 用不 可 能 で あ り,大 分 割 が 全 く行 わ れ な か った た め に,60～70筆 に

分 散 錯 綜 した 小 作地 の み な らず,領 主 直 営 地12)に お い て も十 分 な 管 理 が 行 わ れ な か った.

マ ク リー ンは要 約 す れ ば 三 点 で の 改 革 を 計 画 して い る.す な わ ち,根 本 的 な一 筆 分 割,

労 役 の 廃 止,地 代 の 金 納 で あ るが,こ こで は0筆 分 割 に つ い て述 べ るに と どめ る.

測量 と割 付 の 計 画 は1783年 に 開 始 され,1785年 に は ほ ぼ 完 成 してい る.計 画 に よれ ば,

各 農 家 は40tnl.の 耕 地,8～12tnl.の 採 草 地 が 与 え られ,可 能 な 限 り正 方 形 に 近 い一 筆

農 地 内 に屋 敷 を 有 す る こ とに な って お り,大 部 分 は1mtl.の 評 価 値 で あ った.保 有 地 の

面 積 は1戸 あ た り半 分 に 減 少 させ,農 家 数 を 倍 増 させ る計 画 で あ った.

この よ うな 改 革 は マ ク リ・一一ンが 半 封 建 的 な 大 地 主 で あ り,そ の計 画 を所 領 内 の農 民 に強

制 で き る立 場 に あ っ た こ と,ま た ス ヴ ァ・一一ネ ホル ム荘 園 が ス クル ップ教 区 とほ ぼ一 致 し,

行 政 的 な 処 理 が 彼 の 意 志 に 則 して行 わ れ や す か った こ とに よ る と考 え られ る.

鄭 艇

・ゾ'を

一燃 〆ゴ∫'

静

'/

紛
、　

'

、

、

「
r
h

畿
げ
も
ノ

!1
'
晦

'

諸
、

軒 一一一

←d」 一 「.」'.一 † ムー・r

曲

、
、り

o
、
'

、

一一一一 一一 道 路

農 道

●o霞

保有地界

屋
,

;

、多

図1.Svaneholmの 一 筆 分 割(Ingers原 図)
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そ れ に もか か わ らず マ ク リ.一一一.ンは,旧 来 の 集 村 か ら離 散 して散 村 を 形 成 す る こ とに 不 安

を 抱 いた 農 民 の側 か ら強 い抵 抗 を受 け る.20余 戸 の 農 民 は 次 の 節 季 に 退 転 す る こ とを 通 告

した こ とが 知 られ て い るが,実 際 に1785年 に701人 を 数 え た 領 内 の 人 口は 翌 年 に は603人

に 激 減 してい る12).

1787年 に 新 しい 配 分 地 に 定 着 した のは75戸 で あ った.分 割 費 用 の 負 担 金 支 払 い を 不 可 能

と考 え た15戸 は 雇 用 農 夫 と して,10戸 は 分 益 農 夫 と して 旧村 内 に集 住 した が,他 は 全 て 散

居 した.ス ヴ ァ ーネ ホ ル ムの 村 落 景 観 は0変 し,土 塁 に よっ て 囲 い込 まれ た0筆 農 地 内 に

屋 敷 地 を配 す る景 観 は 同 時 に 旧 来 の 三 圃 式 農 業 の 廃 止 と村 落 共 同体 の大 巾 な 弱 体 化 を意 味

して い る.い わ ゆ る 開放 耕 地 制 は こ こで は 消 滅 した.(図1)

マ ク リー ンに よる一 筆 分 割 は孤 立 した もの で は な く,Storskifte-Isojakoの 最 終 目標 で

あ った の で あ り,18世 紀 末 葉 の ス ウェ ・一一デ ンeフ ィ ン ラ ン ドの 農 村 に あ った 底 流 を 事 実 と

して確 認 させ る も の で あ り,そ の後 間 もな く始 ま ったEnskifteお よびLagaskifteの 法 制

化 とStorskifteを 結 び つ け る も の で あ っ た.

図 は1785年 の ス ヴ ァ ー ネ ホル ムを 表 す が,そ の後 の ス ウ ェー デ ン農 村 の 基 本 形 態 を 示 し

て い る14).

4.一 筆分割と法分割

ス ヴ ァ.一一.ネホ ル ム で は大 分 割 が 行 わ れず,マ ク リ.一一一.ンに よ る一 筆 分 割 が 初 め て農 村 の形

態 を変 更 した の で あ るが,ス コー ネ地 方 や メ・一一ラル 谷 で は 一 般 に,大 分 割 が 比 較 的 滲 透 し

てい た15).し か し既 に 述 べ た 如 く不 徹 底 に終 りつ つ あ っ た 大 分 割 に 満 足 で きぬ 状 況 が ス ウ

ェr-一一デ ン=フ ィ ン ラ ン ドの 国 家 経 済 よび お 農 業 経 営 に 強 ま りつ つ あ っ た た め に,測 地 局 長

官 の ウ ェ ッタ ー ス テ ッ トWetterstedt,Ericav16)は 新 しい分 割 の方 式 を模 索 して い た.彼

は1802年 に マ ク リ.一一.ンと接 触 しか つ デ ン マ ー クに お け る新 しい分 割 方 法 を研 究 した 結 果,

① 集 村形 態 を維 持 して 大 分 割 を 行 って も,住 居 か ら農 地 へ の距 離 が 大 き く十 分 な経 営 は 困

難 で あ り,② 大 分 割 後 も時 に は20筆 に 及 ぶ 農 地 が 錯 綜 保 有 され て い る点 か ら,0筆 分 割 が

不 可 避 で あ る と結 論 して い る.

1803年 に は ウェ ッタ ・一一ス テ ヅ トの答 中 に基 い て,「 ス コ ・一一ネ公 国 に お い る土 地 の0筆 分

割 の実 施 と大 村 落 共 同体 か らの離 脱 に 関す る 勅 令17)」 が 出 され て"密 集 した 村 落 共 同体 か

らの 離 脱 と各 住 民 が そ の保 有 地 を一 ケ所 に ま とめ て有 す る よ うな 土 地 の 配 分 が 要 求 さ れ

た,,18).

1803年 の 勅 令 は18世 紀 後 半 の 大 分 割 の 際 の経 験 とマ ク リー ンに よる 改革 の 如 き半 封 建 的

大 農場 で の 実験 の 結 果 を 考 慮 に 入 れ て,一 般 的 農 村 を 対 象 と して定 め られ て い る.

基 本 的 な 原 理 は,村 落 共 同 体 か ら離 脱 す る権 利 を 個 々 の農 民 に 認 め,移 転 の費 用 を 全 村

民 に分 担 させ る こ とに よっ て,権 力 の 強 制 とい う形 を 避 け な が ら,集 村 の解 体 を促 進 した

こ とに あ る と考 え られ る .こ の方 法 に よっ て 一 人 で も農 地 の 一 筆 統 合 と家 屋 の移 転 を要 求

す る者 が あれ ば,こ れ が 全 村 に 自動 的 に波 及 す る可 能 性 が 強 ま った が,交 換 分 合 に 伴 う利

益 不 利 益 に つ い ては,当 初 か らさ ま ざ まな補 償 ・是 正 の 方 法 が 規 定 され てい た.

統 合 され た 一 筆 農 地 の形 態 は 可 能 な限 り正 方 形 に近 づ け るが,不 可 能 な 場 合 も長 辺 と短

辺 の 比 を2:1以 内 とす る こ とが 定 め られ て いた19)が,こ れ は ス コー ネの 如 く,平 坦 で 可

耕 地 が 連 続 して 大 規 模 に 広 が る地 方 で可 能 な方 法 で あ り,自 然 的 条 件 の た め に 耕 地 が 分 散

して い る場 合 は 実 施 困 難 で あ っ た とい う指 摘 は 正 しい.

1803年 の ス コ・一一ネ に つ い て の 勅 令 は,翌 年 は 隣 接 す る ス カ ラ ボ リ ス 県Skaraborgslan



66 奈 良 大 学 紀 要 第6号

に1807年 に はDalarna,Norrlandお よびFinlandを 除 く全 ス ウ ェ ーデ ンに 適 用 され た が,

進 行 に 遅 速 の差 が 生 じた の は上 記 の 理 由 に よ る と考 え られ る.

1827年 に は勅 令 が改 正 され て,村 落 共 同 体 の解 体 と農 家 の 分 散 とい う一 筆 分 割 の精 神 は

継 承 され な が ら も,複 数 筆 の農 地 の 保 有 が 認 め られ た.こ の 改 正 法 が 適 用 され た 場 合 を 法

分 割1agaskifteと 呼 ん で い る.耕 地,採 草 地 を一 筆 ず つ 保 有 す る他 に 旧 共 有 林 中 の放 牧 地

も別 に 保 有 し得 る こ とに な っ た の は,湖 沼,モ レー ン等 に よ り,可 耕 地 が 分 断 され て い る

多 くの地 方 で農 地 統 合 を実 施 す る た め に 許 容 され るべ きか つ 必 須 の 条 件 であ った で あ ろ う.

一 筆 分 割 と法 分 割 は ほ とん ど一 体 の もの と考 え 得 るが
,先 進 農 業 地 域 で あ り,自 然 条 件

に も恵 まれ た ス コー ネ な どに お け る方 法 が 他 の 地 方 に 拡 大 適 用 され るに つ い て,部 分 的 修

正 が な され た と見 るべ き で あ り,ス ウ ェー デ ン社 会 の 地 域 的 構 造 を うか が わ せ る も の で あ

る.

図2は 一・筆 分 割 実 施 前 後 の村 落 の形 態 を示 す.ヘ ル ム フ リー ドは 実 施 後 の形 態 を類 型 化

して20),(1)方 格 型,(2)星 型,(3)魚 骨 型 お よび(4)方 格 ・星 の折 衷 型 を指 摘 して い る が,各 村 落

図2.一 一筆 分 割 の 前 後(Ingersの 原 図 に 基 い て作 成)
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/
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表1.農 民 の階層 構造 の変化22)

＼
乾
、

り

＼

自 作 農(人)

小 作 農

耕作権をもつ農業労働者

その他 の農 業労働者

1805

Kristianstad

5,886

3,532

4,287

15,385

Malmohus

4,752

4,673

4,143

18,115

1850

Krist.

9,222

2,059

7,015

25,768

Malmoh.

10,019

2,998

5,825

31,488

の規模や自然条件の差に基いている.図 のイェッシ..一.の場合,旧 集落を中心に7戸 が残っ

て集積をなし星型の地割を有するが,西 部の移転 した部分では方格型がほぼ貫徹している.

この例の如き集落の解体がスコーネのみで最初の5年 間に194件21),1860年 までに法分

割によるものを合せて1081ケ 村で行われたことは この地域の農村景観に根本的な変化を生

じたことにな り,そ の意義は重要である.

同時に,農 村の内部構造に与えた影響 も大きい.こ れについては別の機会に譲るが,表

1は スコーネ地方の2県)/Tつ いて農民の階層構造にenskifte=lagaskifteの 前後に大きな

変化が生 じたことを示 している.

権力側からする農地の再編成であるシフテは既耕地の権利者間の再配分すなわち交換分
の

合 と共に,未 耕地の開発 と入植に よる総体 としての生産力の増強が常に意図されてお り,

その結果 として,耕 地面積,農 家戸数が共に増加するのであるが,一 方において,既 存農

家に包摂されていた労働力が無産の農業労働者として析出される機会ともなったのである.

この意味において,イ ギ リスにおける第2次 囲い込みに共通する性格を有するといえよう.

.__..分割から法分割に移行す る時期は,フ ィンラン ドがスウェr-一デン支配から離れる時

代であり,実 はそれ らの改革はフィンラン ドに直接適用されたわけではない.し か し,フ

ィソランドが1809年 にロシアの支配下に入って後も,多 少の時間的ずれがあるにせ よ,旧

宗主国であるスウェーデンにおける改革 と連動する面が強いので,以 下に述べる点 と対比

する意味で,そ の概略を示 した.

5.ロ シア統治下の大分割

ナ ポ レオ ン戦 争 の 結 果,1809年 に フ ィ ン ラ ン ドが ス ウ ェ ー デ ンの手 を離 れ て ロ シア 支 配

下 の 大 公 国 とな って か ら,こ の 国 は 独 自の 法 律,議 会 を持 ち,大 幅 な 自治 権 を認 め られ て

い た.国 内 諸 要 素 の ス ラ ブ化 が 急 速 に 進 め られ た わ け で は な く,農 地 の再 配 分,土 地 私 有

権 の 確 立 な どの 政 策 は,ス ウ ェ ー デ ン時 代 の も の を踏 襲 して い た23).

前 稿24)で は1848年 に 至 る まで の 大 分 割 の地 域 別 進 行 状 況 を示 し,そ れ が 西 部 か ら東 部 へ,

南 部 か ら北 部 へ と滲 透 した こ と,そ れ が こ の 国 の社 会,経 済 の ス ウ ェー デ ン的 要 素 と フ ィ

ソ ラ ソ ド的 要 素 の 地 域 的 構 造 に 対 応 す る も の で あ る こ とを指 摘 した.

更 に 本 稿 で は 前 節 まで に,ス ウ ェ ー デ ンに お け る一 筆 分 割 な らび に 法 分 割 の 実 施 に つ い

て 述 べ た の で,そ れ らが 行 わ れ な か った フ ィ ンラ ソ ドに お け る19世 紀 前 半 の 農 業 革 命 が ど

の よ うに 進 展 した か を 概 観 す る.

1807年 の ス ウ ェ ー デ ンに おけ る一 筆 分 割 の 勅 令 は フ ィン ラ ソ ドを 除 外 した が,王 は 書 簡

を 発 して,1775年 の フ ィ ソ ラ ン ドに 関す る大 分 割 法 が な お 有 効 と した 上 で,全 て の地 目に

つ い て 同時 に 大 分 割 が 行 わ るべ し25),と した.フ ィン ラ ン ドに お い て,屋 敷 地,耕 地,採

草 地,放 牧 地,林 地 な どの各 地 目が そ れ ぞ れ 別 個 に,時 を 異 に して 分 割 され て,耕 地4筆,
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表2.県 別大分割 新分割 の達成 量28)

雪
L
、ノ

名

Uusimaa

T.&P.

Hame

Viipuri

Mikkeli

Kuopio

Vaasa

Oulu

合 ト
一、

ロ

～1775年

ha

123,701

52,294

16,160

658

463,284

656,097

1775～1808

ha

640,776

1,045,201

633,232

162,084

1,047,466

624,348

115,783

4,268,890

18091825

hamtl

45,55184.68

256,979412.06

155,346258.10

155,027

222,696

449,730

327,570

135.47

145.39

208.25

205.57

1,612,8991,449.52

1876～1890

1826～1848

ha

99,761

166,037

225,465

1,283,683

749487

1,055,746

842,251

1,074,200

mtl

151.80

346.03

315.50

1,191.11

594.02

591.58

600.49

862.60

5,496,6304,653.13

県 名

Uusimaa

T&P

Hame

Viipuri

Mikkeli

Kuopio

Vaasa

Oulu

合 計

1849^-1875

ha

i・ii

54,742

172,859

660,863

335,090

409,314

249,396

1,300,222

mtl

52.36

133.38

231.12

573.98

214.95

220.78

170.74

581.42

1891^-1918

3,211,1742,178.73

ha

10,572

46,386

16,698

232,867

20,853

69,432

84,308

518,806

mti

18.50

116.23

12.56

291.42

12.34

40.47

75.54

188.93

ha

34,778

40,985

48,679

473,180

3,231

13,322

10,195

500,495

mtl

79.73

116.04

62.24

350.48

2.60

6.23

7.32

108.73

999,922 755.99 1,124,865 733.37

採 草 地4筆,林 地2筆 を上 限 とす る26)と い う規 定 を 超 え て,大 分 割 実 施 後 も農 用 地 が 分 散

所 有 せ られ て い る27)こ とを政 府 が ふ ま え た 上 で,目 的 に 適 っ た 分 割 の 実 施 を 命 じ,か つ,

大 分 割 是 正 の必 要 性 を早 く も示 唆 して い る と考 え られ る.一 方 で 本 国 に お け る一 筆 分 割 と

の均 衡 を保 つ 意 義 が認 め られ る が,他 方 で は,フ ィン ラ ン ドで の 大 分 割 の 質 的 な 不 十 分 さ

が ナ ポ レオ ン戦 争 の影 響 に よっ て看 過 さ れつ つ あ る 印 象 を 受 け る.

ハ ミナHalninaの 和 約 以後,フ ィ ン ラ ソ ドは 国 内政 治 に も多 少 の 混 乱 を 生 じ,踏 襲 され

た 大 分 割 の政 策 に も遅 滞 を もた らす.表2の 一 部 は前 稿 に も載 せ た が,1809年 か ら25年 ま

では 明 らか に 低 迷 の期 間 で あ る とい え よ う.農 業 中心 地 域 で あ る 南 西 部 諸 県,ウ.一..シ マ ー,

ッル ク ・ポ リ,ハ メお よび ヴ ァー一一サ の一 部 で は ス ウ ェ・一一一デ ン時 代 に 大 分 割 の 最 盛 期 に 達 し

てい るが,多 くの 県 で1826～48年 の 間に 大 分 割 実 施 面 積 は頂 点 に達 した.(図3.4.)

1809年 か ら25年 に 至 る間 の遅 滞 は 政 治 的 混 乱 を もそ の理 由 とす る が,後 進 的 な 東 部,北

部 に 大 分 割 の 重 点 が 移 った に もか か わ らず,一 般 農 民 の対 応 が 十 分 で な か っ た こ とに も よ

る と考 え られ る.

東 北 部 の 農 民 は ヴ ィー プ リ県29)に 属 した 南 部 カ レ リアを 除 い て耕 地 錯 綜 を除 去 す る た め

の 農 地 再 配 分 の 必 然 性 を 理 解 す る状 況 に は な く,か つ 西 部 に 比 して は る か に多 様 な林 地 利

用 形 態 を 残 し30),林 地 依 存 度 の 高 い 生 活 を 営 ん で い た 彼 らは,こ の地 方 に おけ る大 分 割 の

実 態 が 農 地 再 編 成 よ りも,無 主 の 入 会 地 の 個 人 へ の 配 分 固 定 を 名 目 と した 国有 地 の設 定 す

な わ ち慣 行 的 な林 地 利用 権 の縮 少 ・制 限 で あ る こ とを 察 知 して い た と考}ざ るを 得 な い.

各 地 方 で 農地 の生 産 性 の低 さ,林 地 依存 度 の 高 さを 理 由 に 林 地 の 法 定 割 当 面 積 を 超 え た 要

求 が ス ウェ ー デ ン統 治時 代 に 引続 き頻 発 して い る.表 中 の マ ン タ ・一一リMantaali(ス ウ ェ ー
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図4.ロ シア統 治 下 の フ ィ ン ラ ン ドの行 政 区 画

①Uusimaa②Turku&Pori③Hame

④Viipuri⑤Mikkeli⑥Kuoplo

QQVaasa●OuluOLappi

デン31)語のmantal)は 基準農家の評

価値であるが,最 小単位は1/4と定め

られ法的にはこれ以下の農家は存在

しないとされたものである32).こ の

大分割実施1mtl当 りの平均分割面

積を見ると,こ の間の事情が理解さ

れる.お おざっぱに見て南西部農業

中心ではそれが小さく,東 北部の森

林卓越地方では大きい.ま た年代が

降るに従って前者では平均して小さ

く,後 者の地方では大きくなる傾向

がある.こ れは東北部の農民の抵抗

と妥協 しなが ら大分割を実施 してゆ

く過程で必然的に現れたものと解せ

られる.

勿論,耕 地の分割統合を必要 とし

た地域で大分割が遅滞 した場合も数

多 く33),その場合の理由は大分割の

利点に対する無理解,農 民の保守性

に求められるが,一 方では,農 民側

か ら大分割の申請がなされたにもか

かわらず,こ れが実施されない例も

数多い34).教 区間,村 間および農家

間の交換を含む境界画定が利害の対

立を生 じ,当 事者の納得する結論を得ることが絶望的に困難であったこと,測 量,計 画策
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定の任に当る測地官が不足したことがその場合の理山である.

以上のことから,1826～48年 の間の大分割事業の加速的展開はそれに先行する期間に支

配的であった遅滞の原因が除去された ことによるが,そ の間の成果は質的な側面をないが

しろに して得られたものである.1807年 のスウェ・一一デンにおける一筆分割の法はフィンラ

ンドには達せず,有 効 とされた1775年 の法律は農家の多筆保有を制限つきではあるが認め

ており,そ の解決のための集村の散村化を求めていない.1807年 の書簡は1775年 の法の履

行を求めているに過 ぎない.こ こに新 しい分割事業の開始を必要とする条件があった.

6.新 分割と大分割の是正

新 た な分 割 法規 の 必 要 は 行 政 の 側 か ら唱 え られ た.そ れ は 大 分 割 に 関 わ っ た法 律,布 告,

王 の 書 簡 な どが そ の 時 々に 数 多 く出 され てそ の 内容 が 互 い に矛 盾 す る とい う法 制 的 混 乱 が

行 政 当 局 に 困 難 を 感 じせ しめ てい た か らで あ る.例 えば,大 分 割 の3大 目的 で あ っ た ① 新

課 税 方 式 の 適 用,② 農 家 保 有 地 の統 合,③ 粗 利 用 入 会 林 地 の 国 有 化 の 内,① と② の 実 施

に つ い て,1775年 の フ ィソ ラ ン ドに 関 す る大 分 割 法 で は,同 時 に 実 施 す べ し とあ るの に,

1781年 の細 則 では サ ボお よび カ レ リアに お い て は大 分 割 が新 課 税 方 式 に 先 行 す るべ しと さ

れ てい る35).

1840年 に 中 央 測 地 局 か らの要 請 を受 け て 元 老 院 は 制 度 的 混 乱 と大 分 割 の 遅 滞 お よび 質 的

な問 題 を解 決 す るた め の委 員 会 を組 織 した.中 央 権 力 の 側 の 問 題 意 識 は どち らか とい えば,

処 理 手 続 きや 形 式 の合 理 化 に あ っ た が36),こ こで は 分 割 方 式 に 関 しての み 述 べ る.

新 分 割Uusjako(ス ウ ェ ーデ ン語 でNyskifte)と い う呼 称 が 用 ち い られ た の は1916年 の

法 律改 正 の際 で あ るが37),こ れ は1848年 に 旧 来 の 大 分 割 法 が 改 正 され て 以後 の分 割 制 度,

地 割 お よび そ の実 施 を 意 味 して い る.測 地 局 の 「フ ィン ラ ン ド測 地 史 」 で は1848年 以後 に

つ い て も大 分 割 の語 を そ の ま ま用 ち い て い る.

古 く行 わ れ た 大分 割 に つ い て 委 員 会 が,測 量 の 不 確 実 と農 家 配 置 の不 適 正 の た め に 明 確

な 土 地私 有 権 の 確 立 や 農 場 経 営 の 合 理 化 も不 十 分38)と した 上 で答 中 し,多 少 の 修 正 の 後,

元 老 院 を 通 過 した 内 容 の 内,本 稿 に 関 わ るの は 次 の諸 点 で あ る.

既 に 述 べ た 完 全 基 準 農 家 の 評 価 値 であ る マ ンタ.一._リ当 りの標 準 割 当 面 積 を 穀 物 栽 培 地 域

の 平 均 で,耕 地60tynnyrinala(1tynnyrinala-tunnland≒1acre),平 均 的 な 採 草 地

100t.お よび 十 分 な 自家 用 林 地 と定 め,各 地 方 毎 に土 地 条 件,収 入 源,肥 料 の 入 手 条 件,

気 候 条 件,交 通 な どに 配 慮 して増 減 す る と した.具 体的 に は1777年 に マ ソ タ ・一一一ル 当 り600

～1
,200t.と され て い た の が,ラ ップ ラ ソ ド地 方 で は分 割 促 進 の た め に 既 に 例 外 的 に

1,700t.と され てい た の を 更 に3,700t・ と して い る39).最 北 部 の トナ カ イ 飼 育 地 域 で は

1870年 代 以降6,000～12,000t.が 与 え られ る場 合 が 多 くな って い る40).こ れ は この地 方 の

分 割 の促 進 に寄 与 した が,集 落 ・耕 地 の再 編 成 を 主 眼 とす る南 部 の分 割 とは全 く性 格 を異

に して い る こ とを示 して い る.

委 員 会 提 案 の保 有 筆 数 の上 限4筆 を元 老 院 決 定 は6筆41)に 増 してい るが,可 能 な限 り全

保 有 地 を一 筆 に ま とめ る とい う原 則 は そ の ま まで あ り,こ の緩 和 に は 内外 の二 つ の情 勢 が

反 映 して い る と考 え られ る.0つ は19世 紀 後 半 以 降 の 分 割 の中 心 とな った 中北 部 の 地 形 的

条 件 が一 筆 統 合 を不 可 能 に して い る こ とで あ り,今 一 つ は ス ウ ェ ・一一デ ンの一 筆 分 割 か ら法

分 割 へ の変 化 に 対 応 した もの と考}ら れ る.し か しな が ら,大 分 割 の規 定 が 最 大10筆 で あ

った の に較 べ る る と農 地 の統 合 へ と一 歩 を 進 め た 事 に な る.

農 家 の 移 転 につ い て は1848年 の 法 律42)は 強 制 して い な いが,村 民 の合 意 の上 で 計 画 が な
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されるのであるか ら,家 屋の移転,新 しい開墾,周 柵の新設,生 活安定までの生活費,鍬

下年季の免租などについて規定 し,基 本的には隣人の共同責任とする原則を維持 している.

しか し,移 転の第0の 根拠を建築物の不良としているのは,既 に述べた保有地片数を6筆

以上 と定めたことと共に,0筆 統合 とそれに必然的に伴 う家屋の移転すなわち散村化に必

ず しも積極的でなかった ことを示 している.20世 紀に入った1916年 の法律では0筆 統合,

散村化への姿勢はより強化される.従 って,19世 紀後半の段階では特にポヒャンマーなど

の集村地域では散村化の動きは強 くなかった.

表2に 明かな如 く,1848年 を境に して,大 分割とそれを継承した新分割の達成量は後進

的であった最北部のオウル県を除いて明かな低下を示 している.大 分割の未施行部分が対

象面積のli4程度になった段階で法改正を行わねぽならなかったのは爾後に実施される分割

の質を向上せ しめる意図があったわけであるが,南 部の農業中心地域では既に行われた大

分割のあ り方そのものが問題 となっていたのである.

これまで述べてきた新分割法はそれまでの大分割法を否定する形ではな く,そ の本質を

継承して北東部に拡大せんとするものであったが,新 分割法は大分割の成果を否定する側

面を有している.太 陽分割制は1734年 に 「正当に方位に従って行われた農地の配分は これ

を変更できない」43)として確認され,法 的に保護 されて間もな く,1749年 以降の動きによ

って一挙に否定されたのであ り,そ こに大分割事業の革新性があったのである.1848年 以

降の新分割を,継 続する農業革命の一環 として見る場合,新 しく初めて分割を実施する面

よりも,大 分割の結果を変更 し得るとした点に重要性が認められる.

すなわち,大 分割は全参加者の合意が最高裁判所の決定によってのみ変更 し得るとして

安定的な土地制度の確立を目指していたのであるが,新 分割法では変更の認可権を全員の

合意を条件に知事に与えている.同 時に参加者0人 の提議でも知事はこれを検討 しなけれ

ばならず,大 分割の完成とい う理由があれぽ,知 事は既に行われた大分割の是正を決定 し

得るとしている44).既 成の大分割の是正は少 くとも先進地域においては新分割の中心部分

となっていた.

18世 紀半ぼからの大分割の不徹底は既に早 くから問題 となっていた.地 割をそのままに

して,大 分割法に触れることな く,地 片の部分的交換に よって統合を行 うことが試みられ

てきたが,そ れが殆んど不可能であったため,こ こにい う大分割の是正は全 く新たに地割

を行い直すことを意味 している.

大分割是正の県別達成状況は表3に 示すとお りである.こ れに よると南西部の3県 でわ

ずかに進んだのみで1871年 までに行われた大分割の是正は地域的にも量的にも限定されて

いる.次 の20年 間には ミッケ リ県を除 く全県に波及するが,全 体 としては独立までの最終

段階で大いに進展 したことが知られる.

興味深いのは1848年 以降のいわゆる新分割と大分割是正とを比較 した場合である.ウ ー

シマー,ツ ルク ・ポリ,ハ メ,ヴ ァ・一一サの4県 では大分割是正の行われた面積が新分割の

面積を上まわ り,重 点が大分割の是正にあったことが読みとれる(表4).特 に1775年 ま

でのもっとも早い時期に大分割の進んだ ヴァーサ県すなわち南部ポヒャソマーでその傾向

が著しい.前 稿でヴァr-一サ県ライビア教区のクッパルラ村 とユ リャ ラ村 の図 を示 して

Isojako一 大分割実施の前後としているが45),正 確には大分割是正の前後を対照 している

ものである.1848年 までの大分割実施面積が2,379,613haで あったから,そ の19%に 当

るものが修正されたことになる.こ の是正率について見れば,ウ,一.シマ ー県に お いて,

38.9%と もっとも高い.ツ ルク ・ポ リ県で22.4%,ハ メ県で31.2%で ある.こ れらの先進
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表3.県 別 大 分 割 の是 正面 積(ha)と 評Tat;値(mtl)と ヤ コ ク ン タ数

県 名

Uusimaa

Turku&Pori

Hame

Mikkeli

Kuopio

Vaasa

Oulu

合 計

^-1871

五a

8,074

2,343

21,132

mtl

15.13

9.04

52.86

31,549 77.03

1871^-1890

ha

47,065

12,600

78,767

13,370

41,501

40,477

mtl

109.58

45.87

150.29

5.?0

32.99

42.68

233,780387.11

1891^-1918

ha

298,800

325,782

221,671

11,109

13,795

410,890

mtl

653.91

862.18

470.65

7.27

2.10

556.11

1,282,0472,552.22

県 名

Uusimaa

Turku&Pori

Hame

Mikkeli

Kuopio

Vaasa

Oulu

合 計

1918年 までの合計

ha

353,939

340,725

321,570

11,109

27,165

452,391

40,477

mtl

778.62

917.09

673.80

7.27

.'

589.10

42.68

1,547,3763,016.36

Jakokunto

294

270

160

5

4

74

5

812

ヤ コ ク ンタ 当 り
マ ン ター リ数

2.65

3.39

4.21

1.45

1.95

7.96

8.5

マ ン ター リ当 り

面 積

1,203.9

1,261.9

2,009.8

2,221.8

6,791.3

6,113.4

8,095.4

表4.1848年 ～1918年 の分 割

達 成 面 積(ha)

県 名

Uusimaa

Turku&Pori

Hame

Viipuri

Mikkeli

Kuopio

Vaasa

Oulu

新 分 割

74,038

142,113

238,236

2,650,593

359,174

492,068

343,899

2,319,523

大分割是正

353,939

340,725

321,570

11,109

27,165

452,391

40,477

農業地域では耕地の統合は進んだが,必 ず し

も散村化が進んだ とは言い得ない.む しろフ

ィソラン ド全体の中では現在でも集村の比較

的多い地域46)とされている.そ の最大の理由

は地形的条件が大きな村を成立させる可能性

を有 していることにあるが,特 にヴァーサ県

とオウル県の新 しい海岸平野にその性格が強

い47).表3に 示 した大分割是正のヤコクンタ

Jakokunta数 の県別の状況がそれを示してい

る.Jakokuntaに ついて稿を改めて考察する

機会があろうが,直 訳すれば分割集団の意味

である.太 陽分割制の時代以来,そ の規模に

差 は あ るが,0定 範 囲 の 土 地 共 有 権 を 有 して時 に割 替 を行 っ た 集 団 あ るい は 農 業 革 命 の 時

代 に 入 って,同0の 再 分 割 計 画 に参 加 した 農 家 の集 団 を 意 味 す る.表3に つ い て県 別 に ヤ

コ クン タ数 で大 分 割 是 正 の行 わ れ た マ ンタ ー リ数 を 除 して,1集 団 当 りの 評 価 値 を求 め て

み る.い うま で もな く1マ ンタ ール は1農 家 を表 す 場 合 もあ る し,小 農 の場 合 は 数 戸 の農

家 を 表 す こ とも あ り,地 域 に よ って 同 じ農 家 数 を示 す もの で は な い48).ヤ コ クン タが あ る

機 能 的 な共 同体 で あ る こ とは確 か で あ るか ら,1集 団 当 りの 評 価 値 は 農 家 が 散 在 す る か集

合 あ る い は近 接 して い るか の 目安 に な る.最 大 は オ ウル 県 の8.5と ヴ ァー サ県 の7.96で あ

る.湖 水地 方 か ら カ レ リアに か け て の ミッ ケ リと クオ ピオ両 県 で それ ぞれ1.45と1.95を 示

し際 立 って 小 さ い.大 分 割 是 正1件 当 りの 関 係 農 家 数 が 小 さい と考 え て よい.
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図5.Pajuお よびPihlava村 の大 分 割 是 正 実 施 前 後
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ツルク ・ポリ県ピョユチュア..oytya教 区に属するパユPaju村 とピヒラヴァPihlava

村の2村 を1ヤ コクンタとして行われた1916年 の大分割是正を例 としてその結果を考える

ことにする.

図5は 大分割是正の最終段階の1916年 に南西部の農業中心で行われた例である.古 都 ツ

ル クに通ずるアウラ川の浅い谷が地域の西端を南流 し,そ れに合流する二つの支流の内北

側の流れに沿って農地が展開 している.是 正前において,耕 地部分に紐状耕地が残存し排

列の状況からみて,未 だ太陽分割制の残澤が認められる.耕 地化の進んだ谷の背後には直

線によって区分された林地が広が り,大 分割の成果を示すが,か な りの面積の共有林が私

有林中に点在する.保 有筆数は例 とした農家の場合14筆 であるが,近 隣農家も大差はない.

土地利用形態は原図において必ず しも明瞭に区分されていないが,耕 地,採 草地はそれぞ

れ4筆 以内とする1775年 の規定を若干上廻っているのは明かである.家 屋の分布は実施以

前に既に散居形態を示 しており,保 有地筆数が15筆 程度に抑}ら れていることとあわせて,

このヤコクソタにおける大分割がかなり高度に行われたことは明かであるが,図 によって

推定されるロホコ10hko一 耕区の残存が合理的な経営を困難にしていたことは想像に難 く

ない.是 正の結果,事 例農家の場合,農 地と林地各一筆に統合され,他 の事例でも,一 筆

～三筆に統合されている.原 図では住居の所在を実施前と同様に示 しており,そ の後移転

が どのように行われたかは明かでないが共有林地が完全に消滅 した こととあわせて,こ の

大分割是正によって,現 代のフィンラン ド南西部農村の基本的枠組が景観的にも機能的に

も完成 したと考}ら れる49).

7.お わ り に

本稿の目的はフィンラン ドにおける新分割 と呼ばれる事業の0般 的な性格を考えること

にあったのは最初に述べたとお りである.個 別の事例を地図などによって一二示 したが,

それらは必ずしも典型的一般的な場合 というわけではない.前 項まで)/YYI.._述べたことに多少

つけ加えて結論としたい.

①スウェ・一一デンの一筆分割の思想は法分割とい うやや妥協的な形になってからフィンラ

ソ ドに移入された.1戸1筆,完 全な散村 という形で新分割が行われたわけではない.

②大分割実施について見 られた南 ・西部 と北 ・東部の対照は新分割についても継承され

ている.後 進的な東北部では主たる目的は粗利用共有林の部分的私有林化 と残余の国有林

化とい う目的 ・方針によって進められ,農 地統合と散村化は従なる目的であった り,必 要

としなかった りした.こ れに対し先進的な南西部では国有林化50)の可能性は当初から少な

く私有林 として林地を分割 し,同 時)/Y大分割後も太陽分割制の名残 りを止める農地の錯綜

状態を整理し可及的少数筆に統合することに目的があった.

③新分割 と総称 される改革事業は狭義の新分割すなわち大分割未施行の地域に始めて法

的な所有権区分を行な う作業と大分割の是正すなわち大分割既施行地においてその不十分

な点を改める作業の二面性を有 していた.初 期に大分割の盛んに行われた地域では,大 分

割是正により重点がおかれた.

④林地分割については私有林の囲い込みに関する限 り,狭 義の新分割と大分割是正は同

じ意義を有するが東部の焼畑地域や北部の トナカイ飼育地域ではこれをより深刻に受けと

め,従 前の経済形態の根本的な変化51)の契機 となった と考}ら れる.

⑤大分割の是正は特に家屋の移転について重要であった.な お西部に集村形態を残すも

のの現在支配的な散村形態が確立 した.
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⑥マソターリを分割基準としそれに応 じて共有林を分割し,農 地を囲い込んだために,

従来慣行によって村内に居住 し,実 質的には土地利用権を有していた無高の農民が村内の

権益から排除された場合が多 く,純 粋の無産農業労働力に転落し,そ の後のフィンラソド

農政の中心課題となった.

⑦移転に伴って村内の未利用可耕地を割当てられた農家によって開墾が進め られ,ま た

国有林に編入された部分に無産農民を入植せ しめた成果もあって耕地面積は増大 した.

⑧農地の少数筆への統合によって共同周柵はほぼ完全に個別周柵へ と変化 し,莫 大な費

用と時間を投入 した結果として営農内容は変化 し,耕 地価格は大幅に上昇 した52).

〔追 記〕 前 稿 に 重 大 な校 正 ミスが あ っ た の で お詫 び と共 に この 機 会 に 訂 正 す る.冒 頭 の

「ス ウ ェ ー デ ン で1775年 に 」 とあ る の は1757年 の 誤 りで あ る.
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Summary

TheISOJAKOorthegreatlanddivisionstartedinthemiddleofthe18thcentury

wasstillonitswayinSwedenandFinlandattheendofthecentury.Political,social,

financialandtechnicalreasonsdelayeditscompletionanddeteriorateditsresultswith

someexceptionsinsomepartsofSwedenandinOstrobothnia.Evenwhereithad

beencarriedout,thoseconditionswhichclaimeditremainedunsolved.Theopen

fieldsystempersistedaroundbigclusteredvillagesandfieldcompulsionstillforced

irrationalfarmmanagementbecausethesmallanddispersedarabletogetherwithtl;e

meadowunderSOLSKIFTEhadnotbeenconsolidatedintosufficientlybiggerparcel,

TheENSKIFTEoriginatedbyMacleanatSvaneholminSkanewaslegalizedfor

SwedenexceptFinlandin1807withitsradicalprinciple,onefarmoneplot,modified
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andfollowedbyLAGASKIFTEin1827.AlthoughFinlandwassurrenderedtoRussia

in1809,theISOJAKOActunderSwedishrulehadbeenvaliddownto・,.when

UUSJAKOstartedrespondinggenerallytoSwedishLAGASKIFTE.

LearningradicalexperimentofENSKIFTEinSweden,Finlandtookmoderateway

oflandconsolidationacceptablebyfarmersandpracticableunderherdifferentphysical

conditiohs.Theisolatedfarmwasrecognizedasidealanddissolutionofclustered

villageswasrecommendedbutnotcompelled.Thecompromisebetweenidealprinci-

pleandactualbeingresultedindifferentregionalresponsesa:forvillageform.Incertain

jakokuntas(aunitgroupamongwhichmembersthelandwasdividedanddistributed)

wherephysicalconditionsallowed,clusteredvillagesweredissolvedintodispersedones

andinothersbigvillagesweremaintained.Anyway,moreorless,throughnewland

divisionmovementmostofcommonforestswerestakedout,manyindividuallyowned

stripswereconsolidatedandcommunallandscapeweretransformed.combinationof

farmbuildingdistributionandfieldpatternresultedinvariablevillagetypeswhichare

calledchess-board,star-shape,fishboneandmixed.

Apartfromtheseproblemsofrurallandscape,therewerebigchangesinmanyaspects

ofcommunalfunctionswhichhadconnectedpeople,sometimescrossthevillagehound-

aries,ascommonownershipofforest,pastureandarable,cooperationonthefieldand

commondutyfortaxandsoon.

TheUUSJAKOhad,asamatteroffacts,twodifferentaspects.Theoneisnew

landdivisioninnarrowersensecarriedoutwherenomodernlanddivisionhadever

beenactualizedsofarandtheotherissocalledadjustmentofgreatlanddivisiondone

whereISOJAKOhadoncebeencarriedoutwithunsatisfiableeffects.Asforthispro-

blem,ratherclear-cutregionaldifferenceisobservedbetweennorth-easternFinland

andsouth-western.Manyofdispersedvillagesonmoredevelopedsoutherncoastal

plainemergedthroughlastmentionedadjustmentoffirmerISOJAKOsystem.


